
利 用 者 負 担 基 準 

利用者の世帯区分 対象児童の年齢 １日当たりの利用料 

(1) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４

号）による被保護世帯 

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及

び永住帰国後の自立の支援に関する法

律（平成６年法律第３０号）第１４条第

１項の規定による支援給付の受給者が

属する世帯 

(3) 父子・母子・養育家庭で市民税非課税

世帯 

２歳未満 ０円 

２歳以上 ０円 

市民税非課税世帯（父子・母子・養育家庭

を含む。ただし上覧(3)に該当する世帯を除

く。） 

２歳未満 １，１００円 

２歳以上 １，０００円 

その他の世帯 ２歳未満 ５，３５０円 

２歳以上 ２，７５０円 

※ 入所の初日及び最終日は、それぞれ１日とみなします。 


